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社会福祉法人 松本市児童養護協会 
児童家庭支援センター及び里親支援センター改修工事 

 
令和８年２月１３日 

 
社会福祉法人 松本市児童養護協会 
理 事 長  朝 倉 康 直  

 
１． 入札方法 
    一般競争入札とする。 
 
２．  入札に付する事項 
 （１）工事名  社会福祉法人 松本市児童養護協会 児童家庭支援センター及び 
         里親支援センター改修工事 
 （２）工事場所 松本市大字島内１６６６番地８８０ 
 （３）工事概要 改修工事、 木造平屋建て 施工床面積 108.067 ㎡ 
 （４）工 期  契約締結の日から、令和８年５月２２日（金）まで 
 （５）支払い条件 契約時  契約額の１０％相当額、１０万円単位とする。 
          竣工時  監理建築士の竣工検査に合格し、工事引渡しを完了し 
               た場合において残額の９０％相当額１０万円単位と

する。 
          補助金交付申請決定後残額を払う（令和８年度末） 
 
３．入札に参加するものに必要な要件 
  松本地域（松本市、塩尻市、安曇野市及び東筑摩郡）に本店を置く、長野県令和７・

８・９年度建設工事入札参加資格を有する者で、建築一式工事に係る総合評定値が

６７４点以上８２０点以下の事業者で以下の要件をすべて満たすこと 
 （１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項又は長野県財務規則第１２０条第１    

項の規定により入札に参加できないとされた者でないこと。 
 （２）建設業法第２８条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること。 
 （３）長野県建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成２３年３ 

月１８日２２建政技第３３７号）にも基づく入札参加停止の措置を受けていない 
者であること。 

 （４）公告日現在において有効な経営事項審査を有している者であること。 
 （５）長野県暴力団排除条例（平成２３年長野県条例第２１号）第２条第２号に規定 

する暴力団員又は同条例第６条第１項に規定する暴力団関係者でないこと。 
 （６）過去５年以内に官公庁が行う工事実績があること 
 （７）主任技術者は、本工事に専任し、１年以上を雇用期間のある１級建築士又は１ 
   級建築施工管理技士でかつ前号の経験がある者であること。 
 
４．入札手続き等 
 （１）設計図面の閲覧期間、場所  令和８年２月１３日（金）から  
                  令和８年２月２８日（金）まで 
                土、日を除く午前１０時から午後４時までの間 
                                    松本市大字島内 1666-880 
                                    児童養護施設 松本児童園 会議室 
                  ＴＥＬ ０２６３（４７）―０５９０ 
                  事前に連絡の上来園のこと 



 （２）設計図書の入手方法 
    本工事の設計図書（図面・仕様書等）の入手を希望する業者は、下記メール 
    アドレス宛に入札参加希望の旨を明記してご連絡ください。折り返し、データ 
    送付等の方法により配布します。 
    連絡先：㈱飯島建築設計事務所 代表 飯嶌司 
        〒390-0316 松本市大字原 1111-4  ☏0263-46-2268 
        メールアドレス iijimaaa@po.mcci.or.jp 
 （３）工事に関する質疑 
    本工事及び設計図書に関する質疑は、以下の通り受け付けます。 

  受付方法：上記アドレス宛に、質疑内容を記載した書面を添付して送付くだ 
       さい。 
  受付期限：令和８年３月２日（月）午後５時まで 
  回答方法：入札参加希望者全員に対してメールにて回答します。 
回答予定日：令和８年３月３日（火） 

 （４）入札執行の日時場所等 
     令和８年３月１０日（火） 午前１１時から 
     児童養護施設 松本児童園 
     入札執行者 理事長 
     入札立会い 設計者、法人監事、法人理事 
    落札業者決まり次第、当該事業者には電話連絡するとともに、松本児童園ホー 

ムページにて、事業者名及び落札金額を開示いたします。 
 （５）入札保証金 なし 
 （６）契約保証金 契約額の１０％（履行保証書提出） 
 （７）契約書作成の要否  落札者決定後に契約書作成 
   契約額は、落札額に１０％を乗じた額都とし、１円に満たない部分があるときは 

切捨てる。 
（８）応札に係る費用は、入札参加事業者の負担とする。 

 
５．現場説明会 
  開催しない。（但し、現場の調査・確認が必要な場合は施設の担当者に連絡すること。） 
 
６．入札の方法及び落札者の決定方法 
 （１）事業者は、入札書（A4版、書式任意）に、第２項の書類（書式任意）を添え 
   て、郵送する（入札書は中身の透けない内袋に入れ封をすること）。封筒表には 
   入札参加書類であることを明示する。持参可。 
      送付先 〒390-0851 
          松本市大字島内１６６６番地８８０ 
          社会福祉法人 松本市児童養護協会 宛 
      受付期間  令和８年３月４日（水）午前１０時から 
            令和８年３月９日（月）午後 ６時まで 
 （２）入札書には工事名、入札額、事業者名を明記の上、事業社印を押印し、工事内 

訳書、主任技術者（予定者）の資格を証明するもの、本入札にかかる担当者名及 
び連絡先を添付する。入札額には消費税を含めないものとする。 

 （３）落札者は、第２項の要件を満たし、且予定価格の範囲内で最も安価な価格で入 
札した事業者とする。 

 （４）落札者がない場合は、この入札の最も安価な入札額の事業者と随意契約とし、 
   見積もり合わせの回数は２回とする。 

 



 （５）最低制限価格 あり 
   
 ７．入札の無効 
  ・ 同一事業者の複数入札 

・ 長野県から指名停止処分を受けて、その期間を終了しない事業者の入札 
・ 本入札に関し不正が認められた事業者の入札 
・ 入札に参加する資格のない者の入札 
・ 入札参加者が協定した入札 
・ 金額を訂正し、訂正印のない入札 
・ 記名、押印のない入札 
・ 誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札 
・ 工事内訳書を提出しない者の入札、又は未記入など不備がある工事内訳書の提

出した者入札 
 
８．異議申し立て 

  入札を行った者は、入札後は本公告。設計図書、現場などについての不明を理由と 
  して異議を申し立てることができない。 
 
９．その他  

  提出された書類等は返却しないものとし、本事業にかかる用途以外に使用しない。 
  本工事は、児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助金を受けるもので 
  ある。補助金申請に必要な書類等の作成に協力を要する場合がある。 
 

以上 
 問い合わせ：〒390-0851 松本市大字島内 1666-880 
             児童養護施設 松本児童園  
              園長 一柳明美     ☏0263-47-0590 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


